
生活サポート事業者の方へ 

 

 

 

 

 

１ 変更内容 

 

請求時の書類提出方法が以下のとおり変わります。 

 

提出帳票 変更前 変更後 

①請求書（様式第 15 号） 

（請求書のため要代表者印） 

紙媒体で提出 

紙媒体で提出 

②実施報告書（様式第 15 号別紙 1） 

川越市ホームペー

ジの電子申請より 

データ提出※ 

（紙媒体で提出も可） 

③障害児利用料補助金内訳書 

（様式第 15 号別紙 2） 

④川越市障害者等生活サポート実施

記録票（様式第 15 号別紙 3） 

⑤生活サポート支援過程一覧表 

（様式第 15 号別紙 4） 

※データ提出用の様式（データ入力シート）でご提出ください。  

 

２ 変更時期 

  令和３年４月サービス提供分（令和３年５月請求分）から 

 

３ 電子申請の方法 

  別添電子申請手順のとおり 

 

 

 

 

 

【お問合せ】 

川越市福祉部障害者福祉課障害給付担当 

連絡先 049-224-6312（直通） 

川越市生活サポート事業運営費補助金の

請求方法が変わります 



電子申請手順 

 

①データ入力シートで請求データを作成する  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・データ入力シートは川越市ホームページからダウンロードできます。  

・入力方法については、データ入力シート内の説明をご確認ください。  

 

川越市ホームページ 【事業者向け】生活サポート事業 

https://www.city.kawagoe.saitama.jp/kenkofukushi/fukushikaigo/sho

gaifukushi/seikatusupport.html 

 

 

 

 

②川越市ホームページの電子申請ページにアクセスする 

 

川越市 電子申請・届出サービス 

https://s-kantan.jp/city-kawagoe-saitama-u/offer/offerList_detail.act

ion?tempSeq=21142 （利用登録なしで申請できます） 

 

 

 

 

 

 

 



③メールアドレスを入力するとメールが送信される。届いたメールから申込

画面に進み、必要事項を入力し、データ入力シートを添付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④電子申請を申込む 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤データ入力シートのうち請求書（様式第 15 号）を印刷し、代表者印を 

押印のうえ持参または郵送で提出 


